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令 和 ８ 年 安 中 市 教 育 委 員 会  ３ 月 期 定 例 会  会 議 録  

 

日 時  令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日 （ 火 ）  

午 後 ２ 時 ０ ０ 分 か ら 午 後 ３ 時 ３ ０ 分 ま で  

場 所  松 井 田 庁 舎 ２ 階  第 ４ 会 議 室  

 

【 出 席 委 員 】  

教    育    長   岩 﨑  聡  

教 育 長 職 務 代 理 者   佐 藤  和 子  

委       員   髙 𣘺  恵 美  

委       員   三 宅  豊  

委       員   中 津 瀬  隆  

 

【 欠 席 委 員 】  

な し  

 

【 事 務 局 】  

教  育  部  長          井 上   昇  

総  務  課  長      東 﨑  育 子  

学 校 教 育 課 長     関 井  貴 美 枝  

生 涯 学 習 課 長     飯 野  靖 之  

 

書         記         佐 藤  直 子  

 

 

 

 

 

※  読 み や す さ 等 の た め 、発 言 の 内 容 や 趣 旨 を 損 な わ な い 範 囲 で 、重

複 表 現 、 言 い 回 し 等 を 整 理 し て い ま す 。  
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◇  総 務 課 長  

皆 様 、 こ ん に ち は 。 総 務 課 長 の 東 﨑で す 。  

本 日 は 、ご 多 用 の と こ ろ 、ま た 小 学 校 の 卒 業 式 に ご 出 席 で お 疲 れ の

と こ ろ 、安 中 市 教 育 委 員 会 定 例 会 に ご 参 集 を い た だ き 、あ り が と う ご

ざ い ま す 。  

会 議 の 開 催 に あ た り 、 教 育 長 よ り ご 挨 拶 を 申 し 上 げ ま す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

 

＊  挨 拶  

 

◇  総 務 課 長  

あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

以 後 会 議 の 進 行 は 、 教 育 長 に お 願 い い た し ま す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

 た だ い ま か ら 、 令 和 ８ 年 安 中 市 教 育 委 員 会  ３ 月 期 定 例 会 を 開 会 し

ま す 。  

 次 第 に 従 い 、 日 程 第 ３ 「 承 認 事 項 」 に 入 り ま す 。  

 前 回 定 例 会 と 臨 時 会 の 会 議 録 の 承 認 に つ い て 、 事 務 局 か ら 説 明 を

お 願 い し ま す 。  

 

◇  総 務 課 長  

 前 回 定 例 会 と 臨 時 会 の 会 議 録 に つ い て は 、 事 前 に ご 確 認 を い た だ

い て い る と 思 い ま す の で 、 朗 読 は 省 略 を い た し ま す 。  

ご 承 認 を い た だ け ま し た ら 、 本 会 議 終 了 後 に ご 署 名 を い た だ き た

い と 思 い ま す の で 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

何 か ご 意 見 や ご 質 問 等 は あ り ま す か 。  

 

＊  委 員 か ら 意 見 等 は で な か っ た 。  
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○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、 会 議 録 に つ き ま し て は 承 認 と さ せ て い た だ き

ま す 。  

 

続 き ま し て 、日 程 第 ４「 諸 般 の 報 告 」で す 。こ の 会 議 の 開 催 前 に 、

配 布 し た 資 料 を 用 い て 、委 員 の 皆 様 に は 事 前 に 報 告 を い た し ま し た 。 

あ ら た め て 、ご 意 見 や ご 質 問 等 が あ り ま し た ら 、お 願 い い た し ま す 。 

 

○  岩 﨑 教 育 長  

何 か ご 意 見 や ご 質 問 等 は あ り ま す か 。  

 

＊  委 員 か ら 意 見 等 は で な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、 日 程 第 ５ 「 議 事 」 に 入 り ま す 。  

 

ま ず 、 議 事 の 公 開 の 是 非 に つ い て 、 お 諮 り い た し ま す 。  

「 報 告 第 ３ 号 、第 ４ 号 」は 、教 職 員 の 人 事 や 個 人 情 報 に 関 す る 案 件

で す 。し た が っ て 、こ れ ら の 議 事 は 、非 公 開 と す る こ と が 適 当 で あ る

と 思 わ れ ま す 。 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 １ ４ 条

第 ７ 項 た だ し 書 及 び 安 中 市 教 育 委 員 会 会 議 規 則 第 ２ ２ 条 の 規 定 に 基

づ き 、「 報 告 第 ３ 号 、第 ４ 号 」は 、議 事 を 非 公 開 と し 審 議 中 関 係 す る

職 員 以 外 の 職 員 は 退 室 を さ せ た い と 思 い ま す が 、 い か が で す か 。  

 

＊  異 議 な し  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

ご 異 議 な い も の と 認 め ま す 。よ っ て 、「 報 告 第 ３ 号 、第 ４ 号 」は 、

議 事 を 非 公 開 と し 、議 事 の 最 後 に 審 議 を し 、審 議 中 関 係 す る 職 員 以 外

の 職 員 は 退 室 を さ せ た い と 思 い ま す 。  

 

そ れ で は 、 ま ず は 報 告 、 承 認 の 議 事 に 入 り ま す 。  
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報 告 第 ２ 号「 安 中 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 職 員 人 事 に つ い て 」事 務 局

よ り 説 明 を お 願 い し ま す 。  

 

◇  総 務 課 長  

 

＊  報 告 第 ２ 号 を 読 み 上 げ 、 課 長 級 以 上 の 管 理 職 を 中 心 に 、 人 事 異

動 の 内 容 を 説 明 し た 後 、  

 

説 明 は 以 上 で す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  

 

報 告 第 ２ 号「 安 中 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 職 員 人 事 に つ い て 」質 疑 が

あ り ま し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 意 見 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、報 告 第 ２ 号「 安 中 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 職 員 人

事 に つ い て 」 承 認 さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま す 。  

 

＊  挙 手 全 員  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 報 告 第 ２ 号 は 、 報 告 の と お り 承 認 さ れ ま し た 。  

 

 続 い て 、 議 案 に 移 り ま す 。  

 

議 案 第 １ ０ 号 「 碓 氷 関 所 跡 総 合 調 査 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 及 び 簗 瀬

二 子 塚 古 墳 保 存 活 用 計 画 策 定 委 員 会 設 置 要 綱 の 廃 止 に つ い て 」 事 務

局 よ り 説 明 を お 願 い し ま す 。  
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◇  総 務 課 長  

 

＊  議 案 第 １ ０ 号 を 読 み 上 げ た 後 、  

 

碓 氷 関 所 跡 総 合 調 査 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 及 び 簗 瀬 二 子 塚 古 墳 保 存

活 用 計 画 策 定 委 員 会 設 置 要 綱 の 廃 止 す る 告 示 で ご ざ い ま す 。  

二 つ の 要 綱 の 告 示 を 廃 止 し 、 附 則 に よ り 公 布 の 日 か ら 施 行 す る も

の で す 。本 来 は 令 和 ５ 年 ３ 月 の 機 構 改 革 の 際 に 廃 止 す べ き と こ ろ 、手

続 き が な さ れ て お り ま せ ん で し た 。 実 務 は み り ょ く 創 出 部 文 化 財 課

が 継 続 し て 担 当 し て お り ま す 。  

 

説 明 は 以 上 で す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  

議 案 第 １ ０ 号 「 碓 氷 関 所 跡 総 合 調 査 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 及 び 簗 瀬 二

子 塚 古 墳 保 存 活 用 計 画 策 定 委 員 会 設 置 要 綱 の 廃 止 に つ い て 」 質 疑 が

あ り ま し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 意 見 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、議 案 第 １ ０ 号「 碓 氷 関 所 跡 総 合 調 査 検 討 委 員 会

設 置 要 綱 及 び 簗 瀬 二 子 塚 古 墳 保 存 活 用 計 画 策 定 委 員 会 設 置 要 綱 の 廃

止 に つ い て 」 賛 成 さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま す 。  

 

＊  挙 手 全 員  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 議 案 第 １ ０ 号 は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

続 い て 、議 案 第 １ １ 号「 安 中 市 学 校 運 営 協 議 会 規 則 の 一 部 改 正 に つ
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い て 」 事 務 局 よ り 説 明 を お 願 い し ま す 。  

 

◇  学 校 教 育 課 長  

 

＊  議 案 第 １ １ 号 を 読 み 上 げ た 後 、  

 

公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法

の 一 部 が 改 正 さ れ 、２ 月 期 臨 時 会 で 説 明 い た し ま し た が 、本 市 に お い

て も 安 中 市 立 学 校 の 教 育 職 員 に 関 す る 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 実

施 計 画 を 策 定 し 、 令 和 ８ 年 ４ 月 よ り 施 行 い た し ま す 。  

 本 計 画 の 中 に 、学 校 に お け る 取 組 と し て 、学 校 運 営 協 議 会 に お け る

協 議 を 経 て 、 保 護 者 及 び 地 域 住 民 そ の 他 の 関 係 者 の 参 画 を 得 な が ら

運 用 を 行 う よ う 努 め る と し て お り ま す 。  

 こ の こ と を 学 校 運 営 協 議 会 規 則 の 中 に も 位 置 付 け る た め に 、 同 規

則 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

現 行 で は 、学 校 長 は 毎 年 度 基 本 的 な 方 針 を 作 成 し 、協 議 会 の 中 で 承

認 を 得 る も の と な っ て お り ま す が 、そ の 項 目 の 中 に 、改 正 案 に あ り ま

す と お り（ ６ ）公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る

特 別 措 置 法 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 の 実

施 に 関 す る こ と を 新 し く 追 加 い た し ま し た 。  

 

説 明 は 以 上 で す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  

議 案 第 １ １ 号「 安 中 市 学 校 運 営 協 議 会 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て 」質 疑

が あ り ま し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

◆  中 津 瀬 委 員  

 学 校 運 協 議 会 の な か で 、経 営 方 針 だ け で は な く 、教 職 員 の 処 遇 改 善

に つ い て も ご 意 見 を い た だ く と い う こ と で す か 。  

 

◇  学 校 教 育 課 長  
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学 校 の 方 針 を 伝 え る 際 に 、 業 務 量 の 改 善 な ど 働 き 方 改 革 に つ い て

の 考 え を 協 議 委 員 の 皆 様 へ お 伝 え す る と い う こ と で す 。  

  

○  岩 﨑 教 育 長  

 ほ か に 何 か 質 疑 が あ り ま し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 意 見 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、議 案 第 １ １ 号「 安 中 市 学 校 運 営 協 議 会 規 則 の 一

部 改 正 に つ い て 」 賛 成 さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま す 。  

 

＊  挙 手 全 員  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 議 案 第 １ １ 号 は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

続 い て 、議 案 第 １ ２ 号「 安 中 市 要 保 護 及 び 準 要 保 護 児 童 生 徒 就 学 援

助 費 支 給 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令（ 案 ）に つ い て 」事 務 局 よ り 説 明

を お 願 い し ま す 。  

 

◇  学 校 教 育 課 長  

 

＊  議 案 第 １ ２ 号 を 読 み 上 げ た 後 、  

 

 公 立 小 中 学 校 児 童 生 徒 の 学 校 給 食 費 が 無 料 化 に な る こ と に 伴 い 、

安 中 市 要 保 護 及 び 準 要 保 護 児 童 生 徒 就 学 援 助 費 支 給 要 綱 の 一 部 を 改

正 す る も の と な り ま す 。  

 

＊  資 料 に 沿 っ て 補 足 説 明 を 行 い 、  

 

説 明 は 以 上 で す 。  
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○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  

議 案 第 １ ２ 号 「 安 中 市 要 保 護 及 び 準 要 保 護 児 童 生 徒 就 学 援 助 費 支 給

要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令（ 案 ）に つ い て 」質 疑 が あ り ま し た ら 、お

願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 意 見 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、議 案 第 １ ２ 号「 安 中 市 要 保 護 及 び 準 要 保 護 児 童

生 徒 就 学 援 助 費 支 給 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令（ 案 ）に つ い て 」賛 成

さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま す 。  

 

＊  挙 手 全 員  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 議 案 第 １ ２ 号 は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

続 い て 、議 案 第 １ ３ 号「 安 中 市 社 会 教 育 指 導 員 の 任 命 に つ い て 」事

務 局 よ り 説 明 を お 願 い し ま す 。  

 

◇  生 涯 学 習 課 長  

 

＊  議 案 第 １ ３ 号 を 読 み 上 げ 、  

 

安 中 市 社 会 教 育 指 導 員 設 置 等 に 関 す る 規 則 第 １ 条 は 、「 社 会 教 育 の

振 興 を 図 る た め 、安 中 市 社 会 教 育 指 導 員 を 置 く 。」と い う 設 置 に 関 す

る 事 項 が 規 定 さ れ て い ま す 。  

同 規 則 の 第 ２ 条 は 、任 命 に つ い て 規 定 さ れ て お り 、同 条 第 １ 項 第 １

号 は 、社 会 教 育 主 事 講 習 を 修 了 し た 者 、第 ２ 号 は 教 育 職 員 の 普 通 免 許

状 を 有 す る 者 で ３ 年 以 上 教 育 に 関 係 あ る 職 に あ っ た 者 、第 ３ 号 は 、１

号 、２ 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、社 会 教 育 に 関 す る 学 識 経 験 を 有 す る 者 と
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し 、 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 の う ち か ら 安 中 市 教 育 委 員 会 が 任

命 す る と な っ て い ま す 。  

社 会 教 育 指 導 員 の 職 務 は 、社 会 教 育 に つ い て の 直 接 指 導 、学 習 相 談

又 は 社 会 教 育 団 体 の 育 成 指 導 及 び 助 言 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る と 同

規 則 第 ３ 条 に 規 定 さ れ て い ま す 。 任 期 に つ き ま し て は 同 規 則 第 ５ 条

第 １ 項 で 「 指 導 員 の 任 期 は 、 １ 年 と す る 。 た だ し 再 任 を 妨 げ な い 。」

と 規 定 さ れ て お り ま す 。  

今 回 の 任 命 は 、 下 記 の 表 の ２ 名 の 方 で ご ざ い ま す 。  

 

＊  資 料 に 沿 っ て 、任 命 し た 者 の「 住 所 」「 氏 名 」「 生 年 月 日 」を 読

み 上 げ た 後 、  

 

説 明 は 以 上 で す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  

議 案 第 １ ３ 号「 安 中 市 社 会 教 育 指 導 員 の 任 命 に つ い て 」質 疑 が あ り ま

し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 意 見 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、議 案 第 １ ３ 号「 安 中 市 社 会 教 育 指 導 員 の 任 命 に

つ い て 」 賛 成 さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま す 。  

 

＊  挙 手 全 員  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 議 案 第 １ ３ 号 は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

続 い て 、議 案 第 １ ４ 号「 安 中 市 青 少 年 指 導 員 の 任 命 に つ い て 」事 務

局 よ り 説 明 を お 願 い し ま す 。  
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◇  生 涯 学 習 課 長  

 

＊  議 案 第 １ ４ 号 を 読 み 上 げ 、  

 

安 中 市 青 少 年 指 導 員 は 、 安 中 市 青 少 年 セ ン タ ー 条 例 第 ５ 条 及 び 安

中 市 青 少 年 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 第 ６ 条 に 基 づ き 任 命 さ れ る も の で

ご ざ い ま す 。  

安 中 市 青 少 年 セ ン タ ー 条 例 第 ５ 条 で は 、 青 少 年 セ ン タ ー の 事 業 を

円 滑 に 推 進 す る た め 、安 中 市 青 少 年 指 導 員 を 置 き 、定 数 は １ 人 、任 期

は １ 年 と す る と 規 定 さ れ て い ま す 。  

 安 中 市 青 少 年 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 第 ６ 条 第 １ 項 で は 、「 安 中 市 青

少 年 指 導 員 は 、知 識 経 験 者 の 中 か ら 教 育 委 員 会 が 任 命 す る 」と 規 定 さ

れ て い ま す 。  

今 回 の 任 命 は 、 下 記 の 表 の １ 名 の 方 で ご ざ い ま す 。  

 

＊  資 料 に 沿 っ て 、任 命 し た 者 の「 住 所 」「 氏 名 」「 生 年 月 日 」を 読

み 上 げ た 後 、  

 

説 明 は 以 上 で す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  

議 案 第 １ ４ 号「 安 中 市 青 少 年 指 導 員 の 任 命 に つ い て 」質 疑 が あ り ま

し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 質 疑 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、議 案 第 １ ４ 号「 安 中 市 青 少 年 指 導 員 の 任 命 に つ

い て 」 賛 成 さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま す 。  

 

＊  挙 手 全 員  
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○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 議 案 第 １ ４ 号 は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

続 い て 、議 案 第 １ ５ 号「 安 中 市 公 民 館 長 の 任 命 に つ い て 」事 務 局 よ

り 説 明 を お 願 い し ま す 。  

 

◇  生 涯 学 習 課 長  

 

＊  議 案 第 １ ５ 号 を 読 み 上 げ 、  

 

安 中 市 公 民 館 条 例 第 ４ 条 に 基 づ き 任 命 す る も の で ご ざ い ま す 。  

同 条 第 １ 項 は 、「 公 民 館 に 所 長 又 は 館 長 の ほ か 、 必 要 な 職 員 を 置

く 。」、 同 条 第 ２ 項 は 、「 第 １ 項 に 規 定 さ れ た 所 長 又 は 館 長 及 び 職 員

は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 」、 同 条 第 ３ 項 は 、「 所 長 又 は 館 長 は 、 非 常

勤 と し 、 そ の 任 期 は 、 １ 年 と す る 。 た だ し 再 任 を 妨 げ な い 。」 と 規

定 さ れ て い ま す 。  

今 回 館 長 に 任 命 さ れ る 方 は 、 下 記 の 表 の ９ 名 の 方 で ご ざ い ま す 。  

 

＊  資 料 に 沿 っ て 、任 命 し た 者 の「 住 所 」「 氏 名 」「 生 年 月 日 」「 勤

務 場 所 」 を 読 み 上 げ た 後 、  

 

 説 明 は 以 上 で す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  

議 案 第 １ ５ 号「 安 中 市 公 民 館 長 の 任 命 に つ い て 」質 疑 が あ り ま し た

ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 質 疑 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、議 案 第 １ ５ 号「 安 中 市 公 民 館 長 の 任 命 に つ い て 」
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賛 成 さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま す 。  

 

＊  挙 手 全 員  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 議 案 第 １ ５ 号 は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

続 い て 、議 案 第 １ ６ 号「 安 中 市 生 涯 学 習 指 導 員 の 任 命 に つ い て 」事

務 局 よ り 説 明 を お 願 い し ま す 。  

 

◇  生 涯 学 習 課 長  

 

＊  議 案 第 １ ６ 号 を 読 み 上 げ 、  

 

安 中 市 生 涯 学 習 指 導 員 設 置 等 に 関 す る 規 則 第 １ 条 は 、「 生 涯 学 習 の

振 興 を 図 る た め 、安 中 市 生 涯 学 習 指 導 員 を 置 く 。」と い う 設 置 に 関 す

る 事 項 が 規 定 さ れ て い ま す 。  

同 規 則 の 第 ２ 条 は 、「 指 導 員 は 、地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項

に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 と し 、 安 中 市 教 育 委 員 会 が こ れ を 任 命

す る 。」 と 規 定 さ れ て い ま す 。  

ま た 、同 規 則 第 ６ 条 第 １ 項 は 、「 指 導 員 の 任 期 は 、１ 年 と す る 。た

だ し 再 任 を 妨 げ な い 。」 と な っ て お り ま す 。  

今 回 生 涯 学 習 指 導 員 に 任 命 さ れ る 方 は 、 下 記 の 表 の ６ 名 の 方 で ご

ざ い ま す 。  

 

＊  資 料 に 沿 っ て 、任 命 し た 者 の「 住 所 」「 氏 名 」「 生 年 月 日 」「 勤

務 場 所 」 を 読 み 上 げ た 後 、  

 

説 明 は 以 上 で す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  
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議 案 第 １ ６ 号「 安 中 市 生 涯 学 習 指 導 員 の 任 命 に つ い て 」質 疑 が あ り

ま し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 質 疑 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、議 案 第 １ ６ 号「 安 中 市 生 涯 学 習 指 導 員 の 任 命 に

つ い て 」 賛 成 さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま す 。  

 

＊  挙 手 全 員  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 議 案 第 １ ６ 号 は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

続 い て 、議 案 第 １ ７ 号「 安 中 市 文 化 セ ン タ ー 所 長 及 び 安 中 市 図 書 館

館 長 の 任 命 に つ い て 」 事 務 局 よ り 説 明 を お 願 い し ま す 。  

 

◇  生 涯 学 習 課 長  

 

＊  議 案 第 １ ７ 号 を 読 み 上 げ  

 

安 中 市 公 民 館 条 例 第 ４ 条 及 び 安 中 市 図 書 館 条 例 第 ４ 条 に 基 づ き 任

命 す る も の で ご ざ い ま す 。  

安 中 市 公 民 館 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 は 、「 公 民 館 に 所 長 又 は 館 長 の ほ

か 、 必 要 な 職 員 を 置 く 。」 と し 、 同 条 第 ２ 項 で は 、 第 １ 項 の 所 長 又

は 館 長 、 必 要 な 職 員 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 旨 の 規 定 と な っ て い ま

す 。  

同 条 第 ３ 項 は 、「 所 長 又 は 館 長 は 、 非 常 勤 と し 、 そ の 任 期 は 、 １

年 と す る 。 た だ し 再 任 を 妨 げ な い 。」 と 規 定 さ れ て い ま す 。  

ま た 、 安 中 市 図 書 館 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 は 、「 図 書 館 に 館 長 そ の 他

必 要 な 職 員 を 置 く 。」 と し 、 同 条 第 ２ 項 で は 、 第 １ 項 の 館 長 、 必 要

な 職 員 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 旨 の 規 定 と な っ て い ま す 。  
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今 回 安 中 市 文 化 セ ン タ ー 所 長 及 び 安 中 市 図 書 館 館 長 に 任 命 さ れ る

方 は 、 下 記 の 表 の 方 で ご ざ い ま す 。  

 

＊  資 料 に 沿 っ て 、任 命 し た 者 の「 住 所 」「 氏 名 」「 生 年 月 日 」「 勤

務 場 所 」 「 任 命 期 間 」 を 読 み 上 げ た 後 、  

 

説 明 は 以 上 で す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  

議 案 第 １ ７ 号 「 安 中 市 文 化 セ ン タ ー 所 長 及 び 安 中 市 図 書 館 館 長 の

任 命 に つ い て 」 質 疑 が あ り ま し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 質 疑 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、議 案 第 １ ７ 号「 安 中 市 文 化 セ ン タ ー 所 長 及 び 安

中 市 図 書 館 館 長 の 任 命 に つ い て 」賛 成 さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま す 。 

 

＊  挙 手 全 員  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 議 案 第 １ ７ 号 は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

続 い て 、議 案 第 １ ８ 号「 安 中 市 松 井 田 文 化 会 館 館 長 及 び 松 井 田 図 書

館 館 長 の 任 命 に つ い て 」 事 務 局 よ り 説 明 を お 願 い し ま す 。  

 

◇  生 涯 学 習 課 長  

 

＊  議 案 第 １ ８ 号 を 読 み 上 げ 、  

 

安 中 市 松 井 田 文 化 会 館 条 例 第 ５ 条 、 安 中 市 公 民 館 条 例 第 ４ 条 及 び
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安 中 市 図 書 館 条 例 第 ４ 条 に 基 づ き 任 命 す る も の で ご ざ い ま す 。  

安 中 市 松 井 田 文 化 会 館 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 は 、「 文 化 会 館 に 館 長 の

ほ か 、 必 要 な 職 員 を 置 く 。」 と 規 定 さ れ て い ま す 。  

ま た 、 安 中 市 公 民 館 条 例 第 ４ 条 及 び 安 中 市 図 書 館 条 例 第 ４ 条 で

「 館 長 は 、 非 常 勤 と し 、 そ の 任 期 は 、 １ 年 と す る 。 た だ し 再 任 を 妨

げ な い 。」、 館 長 、 必 要 な 職 員 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 旨 規 定 さ れ て

お り ま す 。  

今 回 松 井 田 文 化 会 館 館 長 及 び 松 井 田 図 書 館 館 長 に 任 命 さ れ る 方

は 、 下 記 の 表 の 方 で ご ざ い ま す 。  

 

＊  資 料 に 沿 っ て 、任 命 し た 者 の「 住 所 」「 氏 名 」「 生 年 月 日 」「 勤

務 場 所 」 「 任 命 期 間 」 を 読 み 上 げ た 後 、  

 

説 明 は 以 上 で す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  

議 案 第 １ ８ 号 「 安 中 市 松 井 田 文 化 会 館 館 長 及 び 松 井 田 図 書 館 館 長

の 任 命 に つ い て 」 質 疑 が あ り ま し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 質 疑 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、議 案 第 １ ８ 号「 安 中 市 松 井 田 文 化 会 館 館 長 及 び

松 井 田 図 書 館 館 長 の 任 命 に つ い て 」 賛 成 さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま

す 。  

 

＊  挙 手 全 員  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 議 案 第 １ ８ 号 は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  
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続 い て 、議 案 第 １ ９ 号「 令 和 安 中 か る た の 利 用 に 関 す る 取 扱 要 領 の

制 定 に つ い て 」 事 務 局 よ り 説 明 を お 願 い し ま す 。  

 

◇  生 涯 学 習 課 長  

 

＊  議 案 第 １ ９ 号 を 読 み 上 げ  

 

 令和安中かるたの利用に関する取扱要領につきましては、安中

市 合 併 ２ ０ 周 年 記 念 事 業 の 一 環 と し て 制 作 を 進 め 、 こ の た び 完

成いたしました「安中市郷土かるた（令和安中かるた）」の利用

に関し、その利用において、複製、上演、上映、公衆送信、展示

な ど 二 次 的 利 用 が 想 定 さ れ る こ と か ら 、 一 定 の 制 限 と 申 請 手 続

きを定め、郷土かるたを適切に管理するため、その利用に関する

必要な事項を別紙「令和安中かるたの利用に関する取扱要領」の

とおり定めるものです。  

 なお、この告示は、令和８年４月１日から施行する。  

 

説 明 は 以 上 で す 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

説 明 が 終 わ り ま し た 。  

議 案 第 １ ９ 号 「 令 和 安 中 か る た の 利 用 に 関 す る 取 扱 要 領 の 制 定 に

つ い て 」 質 疑 が あ り ま し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

◆  中 津 瀬 委 員  

 利 用 に 関 す る 制 限 に つ い て  

 

◇  生 涯 学 習 課 長  

教 育 関 係 で の 教 材 利 用 に 関 し て は 、 申 請 は 必 要 ご ざ い ま せ ん 。  

 

◆  佐 藤 委 員  

 将 来 的 な 運 用 方 法 や 競 技 大 会 等 の 開 催 予 定 な ど に つ い て  
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◇  生 涯 学 習 課 長  

 地 域 学 習 の 教 材 と し て 活 用 し て い た だ き 、 ル ー ル 等 の 整 備 が 整 え

ば 、 親 子 大 会 な ど の 開 催 も 検 討 し て い け れ ば と 考 え て お り ま す 。  

 

＊  そ れ ぞ れ 、 各 質 疑 に つ い て 補 足 説 明 を お こ な っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

 ほ か に 何 か 質 疑 が あ り ま し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

＊  委 員 か ら 意 見 等 は 出 な か っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 い よ う で す の で 、議 案 第 １ ９ 号「 令 和 安 中 か る た の 利 用 に 関 す る

取 扱 要 領 の 制 定 に つ い て 」 賛 成 さ れ る 委 員 の 挙 手 を 求 め ま す 。  

 

＊  挙 手 全 員  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

挙 手 全 員 で す 。  

よ っ て 、 議 案 第 １ ９ 号 は 、 原 案 の と お り 可 決 さ れ ま し た 。  

 

そ れ で は 先 ほ ど 決 定 し た と お り 、こ れ か ら の 議 事 は 非 公 開 と し 、審

議 に 関 係 す る 職 員 以 外 の 職 員 は 一 旦 退 室 を さ せ た い と 思 い ま す 。  

 

＊  指 示 さ れ た 職 員 が 退 室 す る 。  

 

＊  非 公 開 議 案  

＊  ＝ 報 告 第 ３ 号  県 費 負 担 教 職 員 の 指 導 措 置 に つ い て ＝  

 

＊  ＝ 報 告 第 ４ 号  令 和 ７ 年 度 末 県 費 負 担 教 職 員 人 事 の 内 申 に つ い て

＝  
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＊  退 室 し て い た 職 員 が 入 室 す る 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

以 上 で 、 本 日 の 議 事 は 終 了 で す 。  

 

次 に 、 日 程 第 ６ 「 そ の 他 」 で す 。  

事 務 局 、 委 員 の 皆 様 か ら 何 か あ り ま し た ら 、 お 願 い し ま す 。  

 

◇  教 育 部 長  

 令 和 ８ 年 第 １ 回 安 中 市 議 会 定 例 会 が ２ 月 ２ ５ 日 か ら ３ 月 １ ９ 日 、

会 期 ２ ３ 日 間 で 開 会 さ れ ま し た の で 報 告 さ せ て い た だ き ま す 。  

  

＊  教 育 委 員 会 に 関 す る 内 容 に つ い て 、 説 明 を 行 っ た 。  

 

◇  総 務 課 長  

・ 安 中 小 学 校 給 食 室 新 築 工 事 の工 期 延 長 と給 食 開 始 時 期 について 

 

◇  学 校 教 育 課 長  

・ 配 布 冊 子 「 学 校 に お け る 人 権 教 育 」「 群 馬 教 育 振 興 」 に つ い て  

 

＊  そ れ ぞ れ 説 明 を 行 っ た 。  

 

○  岩 﨑 教 育 長  

他 に何 かございますか。 

 

○  岩 﨑 教 育 長  

無 いようですので、以 上 で 、令 和 ８ 年 安 中 市 教 育 委 員 会 ３ 月 期 定 例 会

を 閉 会 い た し ま す 。  

 

◇  総 務 課 長   

こ こ で 少 々 お 時 間 を い た だ き 、 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 付 け で 退 職 と

な り ま す 職 員 、ま た 、令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 付 け の 定 期 人 事 異 動 に 伴 う 事

務 局 職 員 よ り 挨 拶 を 申 し 上 げ ま す 。   



 19 / 19 
 

 

＊  該 当 職 員 が 挨 拶  

  

◇  総 務 課 長  

 皆 様 、 大 変 お 疲 れ 様 で し た 。  

 

＊  総 務 課 長 が 、 次 回 会 議 の 周 知 を 行 う 。  

≪ 令 和 ８ 年 ４ 月 期 定 例 会 ≫  

・  日 時   令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ４ 日 （ 金 ）  午 後 ２ 時 ３ ０ 分 か ら  

・  場 所   松 井 田 庁 舎 ２ 階  第 ４ 会 議 室  

 

◇  総 務 課 長  

そ れ で は 散 会 と い た し ま す 。 ど う ぞ 気 を 付 け て お 帰 り く だ さ い 。  


